
操作マニュアル（施設向け）

従事者共済会システム

■解除届入力

□ 解除届の申請(登録)

クリック 

① 

施設を選択 
状態の「加入」もしくは「休職」を選択 
①検索ボタンをクリック 
 

検索結果が一覧表示されます。 

②対象者をチェック（選択） 
 
届出を申請する加入者を選択する。
同じ届出を複数人申請する場合、
最大５名まで複数選択可能です。 

② 

③ 

③ボタンをクリック 
 
状態が「加入」「休職」の
加入者のみ解除届の申
請（手続き）が可能です。 

解除届入力



操作マニュアル（施設向け）

従事者共済会システム

①内容を入力 ※必須選択 

① 

②ボタンをクリック 
 
☑されている行のみ
保存されます。 

届出入力画面へ遷移します（戻ります）。 
 
届出の結果により状態が変わるため、同一
の検索条件では、届出を行った加入者は
表示されません。必要に応じ、検索条件を
変更して再度検索して下さい。 

解除区分を選択 
 
 
 
 
 
１．退会 
  普通退職、解雇 
  雇用形態の変更 
  死亡退職 等 
 
２．脱会 
  退職せずに、従事者 
  共済会のみ退会する 
  場合 

手続きの遅れ等による届出は、締切日(毎月10 日)を基準に 
最大２か月までです。 
それ以上の遡及手続きは電子申請ではできません。 
様式2-1号 共済加入解除申請書を作成し、従事者共済会へ郵送し
てください。（長期間の遡及は掛金を返せない場合があります。） 

脱会の遡及手続きはできません。 

退会日を選択 
 
 
 
 
 
 
 

次月、当月、前月、前々月から選

択が可能です。 

退会月まで掛金の請求が発生し

ます。退会月の翌月から掛金の請

求はされません。 
脱会の遡及手続きはできません。 

② 

④ 

④ボタンをクリック 
 
脱会申請書を印刷し、加入者
の自書・捺印を受け、法人代
表者印を押印後、従事者共済
会へ郵送してください。 

脱会の場合→ 
退
会
の
場
合
→
 

③ 

③クリック 
 
登録内容に不備があると、エラーメッ
セージが表示されます。 

修正し、再度保存ボタンをクリックして

ください。 

解除届入力


